
一
基
、
溝
状
遺
構
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
墨
書
土
器
は
文
字
の
判
読
不
能

な
も
の
も
含
め
て
一
二
五
点
出
上
し
た
。
同

一
墨
書
銘
に
は

「
郡
」
Ｃ
一八
点
）、

コ
一」
全
西
点
）、

「十
」
「
連
」
「
否
」
（各
四
占
じ
が
あ
る
。

木
筒
は
、　
二
次
調
査
の
Ｂ
区
北
側

一
二
〇
ｍ
で
掘

っ
た
試
掘
坑

（
Ｔ
Ｐ
三
〇
）

か
ら

一
点
出
上
し
て
い
る
。
伴
出
遺
物
は
な
い
が
、
平
安
時
代
の
遺
構
面
か
ら

の
出
上
で
あ
る
の
で
、
同
時
期
の
遺
物
と
考
え
ら
れ
る
。

８
　
木
衛
の
釈
文

・
内
容

秋
田
・
払
田
柵
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
秋
田
県
仙
北
郡
仙
北
町
払
田
、
千
畑
町
本
堂
城
回

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
六
年

（昭
６‐
）
四
月
を
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
秋
田
県
法
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
船
木
義
勝

５
　
迫退
跡
の
種
類
　
城
柵
官
行
跡

６
　
連退
跡
の
年
代
　
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

払
田
柵
跡
は
雄
物
川
の
中
流
域
に
近
い
大
曲
市
の
東
方
約
六
節
、
横
手
盆
地

北
側
の
仙
北
平
野
中
央
部
に
位
置
し
、
第
三
紀
硬
質
泥
岩
の
真
山

。
長
森
の
丘

陵
を
中
心
と
し
て
、
北
側
の
烏

川

。
矢
島
川
、
南
側
の
丸
子
川

に
囲
ま
れ
た
沖
積
地
に
立
地
す

る
。
遺
跡
は
長
森
を
中
心
と
す

る
内
郭

（線
）
と
、　
長
森

・
真

山
を
含
む
外
郭

（線
）
に
囲
ま

れ
て
い
る
。
内
郭
線
は
石
塁
、

築
地
上
塀
と
角
材
列
が
連
な
り
、

南

。
北

・
東
に
八
脚
門
が
つ
く
。

(1)

大
声ぃ
□口
西と
□

上
下
両
端
が
欠
損
し
て
お
り
、
墨
書
面
に
は
刃
物
に
よ
る
横
の
刻
線
が
、　
一

を
二
伽
の
間
隔
で
連
続
し
て
認
め
ら
れ
る
。

９
　
関
係
文
献

山
形
県
叛
育
委
員
会

『新
青
渡
遺
跡
第
２
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
（山
形
県
埋

蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
７９
集
　
一
九
八
四
年
）

（安
部
　
実
）

（解『∞
）
Ｘ
］
Ｐ
Ｘ
『
・∞　
　
〇∞
騨

!戸 !

(六 郷)
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外
郭
線
は
角
材
列
が

一
列
に
な
ら
び
、
延
長
約
三

・
六
血
で
、
東
西
南
北
に
八

脚
門
が
つ
く
。
外
郭
南
門
、
内
郭
南
門
延
長
上
の
長
森
丘
陵
上
に
政
庁
が
あ
る
。

政
庁
は
板
塀
で
区
画
さ
れ
、
正
殿

。
東
脇
殿

。
西
脇
殿
や
付
属
建
物
群
が
配
置

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
政
庁
の
建
物
は
Ｉ
ｉ
Ｖ
期
の
変
遷
が
あ
り
、
創
建
は
八

世
紀
末
、
終
末
は
一
一
世
紀
初
頭
で
あ
る
。

第
六
五
次
調
査
は
内
郭
南
門
西
部
を
対
象
と
し
、
第
五
五
次
調
査
と

一
部
重

複
す
る
。

調
査
の
結
果
、
内
郭
南
門
の
南
西
隅
柱
か
ら
西
へ
連
な
る
内
郭
線

（石
塁
・
築
地
上
塀
・角
材
列
）
を
検
出
し
た
。
こ
の
内
郭
線
は
Ｓ
Ｘ
六
八
七
盛
土

整
地
地
業
の
う
え
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。

木
簡
は
Ｓ
Ｘ
六
八
七
盛
土
整
地
地
業
よ
り
下
層
の
、
Ｓ
Ｘ
七
二
五
か
ら
、
材

木
、
木
製
品

・
樹
皮
な
ど
と
共
に
出
上
し
た
。
し
た
が

っ
て
木
簡
の
埋
没
時
期

は
、
政
庁
の

「第
Ｉ
期
直
前
」
期
で
あ
り
、
八
世
紀
末
の
実
年
代
を
与
え
て
い

玄０
。

３
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

０
は
上
部

・
下
部
は
欠
損
し
、
表
面

・
右
側
面
は
原
形
を
撮
つ
が
、
裏
面
か

ら
左
側
面
に
か
け
て
は
割
れ
膚
で
あ
り
、
使
用
後
割
ら
れ
た
も
の
か
、
割
ら
れ

た
も
の
を
再
利
用
し
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

釈
文
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
助
教
授
平
川
南
氏
の
御
赦
示
に
よ
る
。

９
　
関
係
文
献

秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

『払
田
柵
跡
―
第
六
五
？
六
七
次
調

査
概
要
―
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
年
報
一
九
八
六
し

（
一
九
八
七
年
）

（船
木
義
勝
）

14)

□
□
□
□

〔並

ヵ
〕

【廣

ヵ
〕

□
□百

田

〔義
ヵ
〕
〔義
ヵ
〕

□
義
義
□

Ｏ
Φ
μ

Ｏ
Φ
Ｐ

（
牌
∞
Φ
）
×
（
］
〇
・
伽
）
×
（
μ
∞
・
卜
）
　
　
Ｏ
Φ
匈

Ｏ
Φ
μ

レ
髯
慈
慈
ヽ
Ｎ




